
保
険
証
が
８
月
か
ら

だ
い
だ
い
色
に
な
り
ま
す

　
７
月
下
旬
に
、
８
月
１
日
か

ら
９
月
₃0
日
ま
で
使
え
る
保
険

証
を
送
付
し
ま
す
。
８
月
以
降

は
新
し
い
保
険
証
を
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。
８
月
に
な
っ
て
も

新
し
い
保
険
証
が
届
か
な
い
場

合
は
、問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
10
月
１
日
か
ら
来
年
７
月
₃1

日
ま
で
使
え
る
保
険
証
は
９
月

下
旬
に
送
付
し
ま
す
。
有
効
期

限
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

負
担
割
合
は

毎
年
判
定
し
ま
す

　
医
療
機
関
で
の
負
担
割
合
は
、

前
年
の
所
得
状
況
に
よ
り
毎
年

判
定
し
て
い
ま
す
。
新
し
い
保

険
証
か
ら
負
担
割
合
な
ど
が
変

更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

10
月
か
ら
負
担
割
合
が
２
割
に

変
更
と
な
る
人
が
い
ま
す

　
８
月
と
９
月
は
自
己
負
担
の

割
合
が
１
割
で
あ
っ
て
も
、
世

帯
の
前
年
の
所
得
状
況
に
よ
っ

て
は
、
10
月
か
ら
２
割
負
担
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証
、
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　
す
で
に
認
定
証
を
持
っ
て
い

て
、
引
き
続
き
対
象
と
な
る
人

に
は
、
新
し
い
認
定
証
を
保
険

証
に
同
封
し
て
送
付
し
ま
す
。

　
新
た
に
認
定
証
な
ど
の
対
象

に
な
る
人
は
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

▽ 

保
険
証
に
関
す
る
こ
と
⋮
市

民
課︵
☎
４
３‒

７
１
３
７
︶

ま
た
は
上
下
支
所
市
民
生
活

係
︵
☎
６
２‒

２
１
１
４
︶

▽ 

所
得
に
関
す
る
こ
と
⋮
税
務

課
︵
☎
４
３‒

７
１
２
１
︶

後期高齢者医療制度は、75歳以上の人と、65歳
以上で一定の障害があると認められた人を対象
とした医療制度です。

後期高齢者医療制度
令和４年度は保険証が２回送付されます。
有効期限に注意してください。

₁₀月１日以降の自己負担割合判定の流れ

令和４年度　保険料の軽減後の均等割額保険料額決定通知書は
７月中旬に送付します

実施医療機関一覧

現役並み所得者※１に該当するか

世帯内7₅歳以上の人※２のうち、課税所得※３が2₈万円以上の人がいるか

世帯内7₅歳以上の人※２が２人以上いるか

「年金収入※4＋その他
の合計所得金額※５」が
200万円以上か

世帯全員
３割 １割 世帯全員

１割
世帯全員
１割 ２割 世帯全員

２割

「年金収入※4＋その他
の合計所得金額※５」が
320万円以上か

該当する

上記にかかわらず、市民税が非課税の世帯である場合は、自己負担割合は１割となります。

いない

１人だけ

いる

２人以上

未満 未満以上 以上

該当しない ※１　市民税の課税所得14₅万円
以上で、自己負担割合が３割の人。
※２　後期高齢者医療の被保険者。
₆₅～74歳以上で一定の障害の状態
にあると広域連合から認定を受け
た人も含む。
※３　所得から地方税法上の各種
控除を差し引いた額。
※４　遺族年金や障害年金は含ま
れない。
※５　事業収入や給与収入等から
必要経費や給与所得控除等を差し
引いた後の金額。

所得割額＝（総所得金額等
－₄₃万円）×所得割率８.₆₇％
※総所得金額等は、「年金収入
－公的年金控除」などで、社
会保険料控除などの各種所得
控除前の金額です。合計所得
金額が2，400万円を超える場合、
所得に応じて減額されます。

世帯内の被保険者と世帯主の令和３年中所得の合計額 軽減後の均等割額
43万円+10万円×（給与所得者等の数－１）以下の場合 ７割軽減　13,7₅2円／年
43万円+2₈.₅万円×被保険者数+10万円×（給与所得者等
の数－１）以下 ５割軽減　22,₉20円／年
43万円+₅2万円×被保険者数+10万円×（給与所得者等の
数－１）以下 ２割軽減　3₆,₆72円／年

▷ 65歳以上の公的年金等控除の適用がある人は、公的年金等に関する所得
から15万円を限度として控除します。ただし、65歳の障害者認定の人は
問い合わせてください。

▷ 専従者控除、居住用財産や収用により譲渡した場合などの課税の特例の
適用はありません。

※所得の申告がない場合は、軽減されないことがあります。また、令和３
年度からは特例の軽減がなくなり、最高７割の軽減になります。

※医療機関により、受け付け時間、予約の要否、および
ワクチンの種類が異なります。市のホームページで確認
してください。

計
算
方
法
の
注
意
事
項

令和４年度年間保険料額
（限度額₆₆万円）

均等割額
₄₅，₈₄₀円 ＋ 所得割額

平成25年６月からＨＰＶワクチンの積極的勧奨が差
し控えられていましたが、令和３年11月の国の通知
により個別通知を再開することになりました。
対�象　小学校・義務教育学校６年生～高校１年生相

当年齢の女子
※接種完了まで約６か月間かかります。高校１年生
相当になる年度の３月₃1日を過ぎて接種した場合は
自費の任意接種になります。
接種回数　３回
料金　無料
◎接種機会を逃した人の接種
積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象
であった人も接種できます。（キャッチアップ接種）
対�象　平成９年４月２日～平成1₈年４月１日生まれ

で過去にＨＰＶワクチンを合計３回受けていない
女性

※平成1₈・1₉年度生まれの人は、通常の定期接種の
年齢を超えても期間内は対象となります。
接種期間　令和７年３月₃1日まで
料金　無料

問い合わせ先　健康推進課
　（リ・フレ内・☎４７－１３１０）

特定入所者介護サービス費（自己負担限度額）制度
所得の低い人が、介護保険対象施設の利用が困難に
ならないよう、利用者の自己負担となっている居住
費と食費を、所得に応じた限度額までとする制度です。
この制度の利用には、負担限度額認定証が必要です。
負担限度額認定証
対象になる場合、申請が必要です。認定証が交付さ
れたら、利用する施設の窓口に提示してください。
対象　次の全てに該当する人
▷市民税非課税世帯の人
▷�預貯金などの額が、所得に応じた基準額より少な
い人

減額となるサービス
▷�介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）・介護
老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院
入所（院）者の居住費と食費

▷�短期入所生活介護（ショートステイ）・短期入所
療養介護利用者の居住費と食費

有効期間　申請した月の初日～令和５年７月₃1日
申�請に必要なもの　申請日から２か月以内に記帳し

た通帳の写し、有価証券の価格表を確認できる書
類、投資信託口座残高の写しなどの本人および配
偶者の預金金額の分かるもの、申請書、印鑑

申請期間　随時
申�請・問い合わせ先　介護保険課（☎４０－０２２２）
　または上下支所市民生活係（☎６２－２１１４）

令和４年度の後期高齢者医療保険料は、令和３
年中の所得を基に計算しています。保険料の支
払い方法は、原則、公的年金からの天引きにな
ります。ただし、新たに後期高齢者医療制度に
加入した人などは、一定の期間、保険料を納付
書などで納付する場合があります。
問�い合わせ先　広島県後期高齢者医療広域連合

業務課（☎０８２－５０２－３０６０）、市役
所税務課（☎４３－７１２１）

医療機関名 所在地 電話番号

府
中
市

奥野内科医院 府川町 ☎４６⊖３５００
唐川医院 中須町 ☎４５⊖４０３０
川﨑内科医院 高木町 ☎４４⊖６００１
河村内科 府中町 ☎４７⊖６３００
佐々木内科 中須町 ☎５２⊖６５５５
谷医院 府川町 ☎４５⊖１１８８
府中北市民病院 上下町 ☎６２⊖２２１１
府中市民病院 鵜飼町 ☎４５⊖３３００

福
山
市
・
尾
道
市

井上小児科内科医院 駅家町 ☎０８４⊖９７６⊖
４８２０

おひさまこどもクリ
ニック 御幸町 ☎０８４⊖９５５⊖

３２２０
こどもクリニックは
ぐくみ 駅家町 ☎０８４⊖９７０⊖

１１８０
瀬尾医院 新市町 ☎５１⊖２１６９
さくらの丘クリニック 駅家町 ☎０８４⊖９７２⊖

２４００
長外科胃腸科医院 駅家町 ☎０８４⊖９７２⊖

６３２１
松井内科 駅家町 ☎０８４⊖９７６⊖

０５００
公立みつぎ総合病院 御調町 ☎０８４８⊖７６⊖

１１１１

子宮頸がん予防ワクチン
ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）
ワクチン予防接種の積極的な勧奨
を再開しました

申請が必要です
介護保険施設などでの居住
費と食費が軽減されます

40歳以上の人が介護保険料を負担し、介護が必
要な人を社会全体で支え合う仕組みです。

介 護 保 険

市のホームページ
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